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Ⅰ 行動計画策定の基本的事項                

 １ 行動計画策定の趣旨 

我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもたち

が健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成を目的として、平成15年７月に

次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号。以下「次世代育成支援法」と

いう。）が成立し、国及び地方公共団体の機関に、特定事業主行動計画の策定及び

公表が義務付けられました。次世代育成支援法は、当初、平成26年度末までの時

限立法でしたが、引き続き取組を継続する必要があることから、令和６年度末ま

で期限が延長されました。 

一関地区広域行政組合においても、同法に基づき、職員が仕事と子育ての両立

を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を推進する

ため、「一関地区広域行政組合次世代育成支援特定事業主行動計画」を策定したと

ころですが、平成27年９月に女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推

進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需

要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することを目的として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成

27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。）が成立し、国及び地方公共団

体の機関に特定事業主行動計画の策定及び公表が義務付けられたことから、「職員

の仕事と生活の調和の推進」という視点から、職員が性別や役職、年齢にかかわ

らず、職業生活と家庭生活の両立を図ることができるよう、子育てや介護を含む

生活を職場全体で支援するため、「一関地区広域行政組合特定事業主行動計画」を

平成28年から５年間の計画期間で策定したところです。 

この度、この計画期間が満了することから、その内容を見直し、改めて策定す

ることとしました。 

２ 計画の位置付け 

この計画は、次世代育成支援法第19条及び女性活躍推進法第15条の規定に基づ

き、一関地区広域行政組合管理者が策定する特定事業主の行動計画です。 

３ 対象職員 

   この計画は、一関地区広域行政組合の一般職の職員（会計年度任用職員を含む）

を対象とします。 
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４ 計画期間 

 この計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

また、この計画に掲げている数値目標は、社会情勢の変化など、必要がある場

合は随時見直しを行います。 

５ 取組状況の公表 

 次世代育成支援法及び女性活躍推進法の規定に基づく行動計画の実施状況及

び職業選択に資する情報については、毎年１回公表します。 

平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

次世代育成支援法（～令和６年度）

（次世代育成支援法）特定事業主行動計画

【平成27年度～令和元年度】

（次世代育成支援法）特定事業主行動計画

（女性活躍推進法）特定事業主行動計画

特定事業主行動計画【令和３年度～令和７年度】

女性活躍推進法（～令和７年度）

特定事業主行動計画【平成28年度～令和２年度】
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Ⅱ 状況把握                       

女性活躍推進法第19条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成27年内閣府令第61

号。以下「内閣府令」という。）第２条に基づき把握した状況は、次のとおりです。 

⑴ 採用した職員に占める女性職員の割合（令和２年４月１日） 

 ※当組合の職員は、構成市町（一関市・平泉町）からの派遣職員で構成してい

るため、派遣日（４月１日付）の派遣職員数の割合です。 

区  分 割合(％) 

一般職の職員（下記を除く） 31.5

会計年度任用職員 87.5

⑵ 平均した継続勤務年数の男女の差異（令和２年４月１日） 

※当組合の職員は、構成市町（一関市・平泉町）からの派遣職員で構成してい

るため、構成市町における勤続年数を通算した勤続年数です。 

区  分 平均勤続年数(年) 勤続年数の男女差

(年) 男性 女性 

一般職の職員（会

計年度任用職員を

除く） 

25.4 15.9 9.7 

▶ 継続勤務年数は、男性が女性を上回っています。 

⑶ 職員一人あたりの各月ごとの時間外勤務時間（令和元年度実績） 
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▶ 平均超過勤務時間は男性より女性の方が多いです。超過勤務は増加傾向にある

ことから、ワークライフバランスの推進に資するような業務運営や職場環境づ

くりが必要となります。 

⑷ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（令和２年４月１日時点） 

 総数 男性 女性 割合 

管理職員数 6人 4人 2人 33.3％

  ▶ 地方公務員の女性管理職の割合は、令和２年４月１日現在、都道府県11.1％、

政令指定都市15.3％、市区町村15.8％（※内閣府の「地方公共団体における男

女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（令和２年度版）」に

よる。）であり、一関地区広域行政組合は全国の状況を上回っています。 

⑸ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合（令和２年４月１日時点） 

総数

(人) 

男性

(人) 

女性

(人) 
割合(%)

前年度

割合(%)
伸率(%)

部長級 1 1 0 0.0 0.0 0.0

部次長級 2 1 1 50.0 33.3 50.0

課長級 3 2 1 33.3 0.0 -

計 6 4 2 33.3 25.0 33.3
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⑹ 男女別の育児休業取得率及び平均取得期間（令和元年度実績） 

育児休業取得率(％) 平均取得日数(日) 

男性 該当者なし 該当者なし 

女性 該当者なし 該当者なし 

  ▶男性職員も育児休業を取得しやすい職場環境づくりを進めていきます。 

⑺ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日  

数（令和元年度実績） 

※配偶者出産休暇…職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる

場合に取得できる休暇（３日以内） 

※育児参加のための休暇…職員が妻の産前・産後の期間において、妻の出産に係る子

又は就学前の子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合に取得

できる休暇（５日以内） 

 取得率(％) 平均取得日数(日) 

配偶者出産休暇 該当者なし 該当者なし 

育児参加のための休暇 該当者なし 該当者なし 

▶ 育児参加のための休暇の取得率が低いことから、制度の周知を行うとともに、

職員が休暇を取得しやすい職場環境づくりを進める必要があります。 

  ※年次有給休暇取得の状況（平成27年～令和元年取得実績）  （単位：日） 

 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 

年次休暇 

平均取得日数
9.8 10.0 10.2 11.2 11.7 

⑻ セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

   令和２年10月19日に「ハラスメントの防止等に関する基本方針」を制定 

▶ 基本方針の周知及び状況に応じた見直しを行うとともに、定期的な研修を実施

する必要があります。 
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Ⅲ 行動計画

育児や介護など多様な生活状況に対応できる勤務環境を創造し、職業生活と家庭

生活の両立に資するため、以下の取組を進めます。 

１ 仕事と子育ての両立 

⑴ 情報提供の拡充 

諸制度の概要・申請方法などをまとめたパンフレット等により、情報提供を行

うとともに、職員が安心して出産・育児に臨めるよう、個別に相談を受け付ける

相談窓口を設けます。

ア 諸制度の周知 

出産・子育て・介護に係る休暇や育児休業、部分休業、育児短時間勤務、時

間外勤務や深夜勤務の制限、または市町村職員共済組合による出産費用の給

付など、出産・育児に係る諸制度について、職員主幹が情報提供を行います。

また、諸制度の概要・申請方法などをまとめたパンフレット等を作成し、内

部情報系システムへ掲示するほか、出産・育児に臨む職員はもとより、新採用

職員研修や管理監督職の研修などにおいても、諸制度の説明を設けるなど、

子育てや介護などの家庭生活と仕事の両立支援についての啓発に努めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。

イ 相談体制の充実 

職員個々のニーズに応えるため、職員主幹は事務局に相談窓口を置き、出

産・育児に係る諸制度、または子育てや介護などの家庭生活と仕事の両立に

関する事項についての相談を受け付け、個々の状況に応じた情報の提供、ア

ドバイスを行います。 

さらに、職員の心と体の健康相談に応じるため、産業医等による相談体制

を充実します。 

▶計画期間中継続的に実施します。

ウ 育児休業や産前・産後休暇を取得しやすい環境の整備 

所属長は、育児休業をはじめ保育時間休暇等の出産・育児に係る休暇に対

する職場の意識改革を進め、育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成に努め

ます。 

また、育児休業、産前・産後休暇を取得する職員について代替職員を配置す

るなど、職務や所属職場へのフォロー体制を確立し、気兼ねなく育児休業や

産前・産後休暇を取得できる環境の整備に努めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 
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エ 復職時の職場研修の実施 

育児休業中の職員に対して、職場復帰に必要となる情報や職場の情報提供

を行うとともに、能力開発や資質向上を目的に職員を対象に実施している通

信教育を、育児休業期間中に受講できるようにするなど、職場復帰の準備が

行えるよう配慮します。 

また、スムーズに職場復帰できるよう職場の体制を整えるとともに、復帰

後は、積極的にＯＪＴ研修（職場研修）などを実施します。また、所属長は、

復帰した職員が率先して各種研修会などに参加できるよう配慮します。 

▶計画期間中継続的に実施します。 

オ 育児休業等経験者に関する情報提供    

育児休業等取得者の体験談などを情報提供することにより、休暇等の取得

を希望する職員の不安解消に努めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 

⑵ 男性職員の育児休業等の取得促進 

「子育ては父母が協力して行うもの」という基本的考え方の下、男性職員が育

児休業等を取得しやすい環境づくりを進めるとともに、所属長は男性職員の育児

休業等の取得促進に努めるものとします。特に、配偶者の産後８週間は、男性職

員が積極的に育児休業を取得できる職場環境づくり（代替職員の配置、休業中の

職場内における職務分担の調整）に努めます。 

また、育児休業期間中における経済的な支援措置（育児休業手当金）を例示す

るなど育児休業制度の情報提供に努めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 

⑶ 育児等に関する休暇の取得促進 

子育てをする職員が、子どもの病気対応や学校行事などへの参加のための休暇

を取得することに抵抗を感じることのない職場環境を整えるとともに、子育てに

伴う休暇の取得促進に努めます。 

   また、介護を必要とする家族の世話をしながらでも、仕事を継続できるよう職

場環境を整えます。 

ア 配偶者の出産時における特別休暇の取得 

配偶者の出産時に、３日間の特別休暇制度が設けられていますが、配偶者

の負担を軽減するため、所属長は、特別休暇と併せて年次有給休暇の取得を

勧めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 
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イ 子の看護休暇の取得奨励 

中学校就学前の子の看護のため設けられている、年５日間の特別休暇の取

得を奨励します。また、突発的な事故や病気についても、年次有給休暇を取得

して対応できるよう、所属長は職場全体で互いに支援する環境づくりに努め

ます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 

⑷ その他の子育て支援策等 

地域社会の中で次代を担う子どもたちの豊かな人間性を育むため、以下の育成

支援対策に取り組むものとします。 

ア 子ども・子育てに関する地域活動への貢献 

地域の子ども会や、スポーツクラブ、文化活動など、子育て活動への職員の

積極的な参加を奨励します。 

また、地域活動に参加しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 

イ 子どもにやさしい市役所および公の施設サービスの提供 

子ども連れの来庁者が安心して用件を済ませられるよう、施設の改築など

の機会をとらえ、授乳室や子ども用トイレの設置、イスなどを子どもにも合

わせ整備するなど、利用者に配慮したハード面の整備に努めます。 

また、子ども連れをはじめ誰もが気兼ねなく来庁できるよう、来庁者の立

場に立って親切、丁寧な応対に努めるなど、個々の職員のソフト面の向上に

努めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 

２ 女性の活躍の推進 

⑴ 男女共同参画に関する意識啓発 

「育児・介護・家事は女性が行うもの」といった意識を改め、男性職員の育児、

介護、家事等への参加を促進するため、各種研修会等への積極的な参加を呼びか

けるなど、職員の意識啓発に努めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 
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⑵ 職員の育成に関する意識啓発 

男女がともに家庭生活における責任を果たしながら、職場においても能力を発

揮できるよう、自己啓発支援やキャリア形成支援に努めます。 

ア 自己啓発の支援 

各職員の個性と能力がより一層発揮されるよう、自己啓発活動の支援に努

めます。 

▶計画期間中計画的に実施します。 

イ 管理職員の意識改革 

職員のキャリア形成支援のため、管理職員に対し職員のキャリア形成の促

進に向けた意識啓発を行う研修等に参加させるなど管理職員の意識改革に努

めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 

⑶ 女性管理職の登用 

女性の個性と能力が十分に発揮されるよう、職業生活における活躍を推進しま

す。また、管理職への登用にあたっては、その職に求められる能力の有無につい

ての人事評価その他の能力の実証に基づき、公平に行います。 

▶計画期間中継続的に実施します。 

３ ワークライフバランスの充実に向けた取組 

⑴ 連続休暇の取得促進と年次有給休暇取得率の向上 

大型連休、年末年始、週休日又は祝日の前後に年次有給休暇を取得するな

ど、連続休暇の取得を促進します。このため、休日に挟まれた日における会議

などの自粛に努めます。また、所属長は、業務計画に合わせて、計画的な年次

有給休暇の取得を勧めるものとします。 

●計画期間中の毎年度における年次有給休暇の平均取得日数が、11日以上と

なるよう、引き続き取り組みます。 

⑵ 時間外勤務等の縮減 

職員の健康への影響を軽減し、また子育てや家族と過ごす時間を確保できるよ

う、事務改善による効率的な事務の執行を図り、時間外勤務等の縮減に努めます。 

ア 執務能力の向上 

時間当たりの生産性を重視し、限られた時間の中で集中的・効率的に業務

を行うため、自己啓発の促進及びＯＪＴ研修や職場外での集合研修へ参加さ

せ、職員一人ひとりの執務能力の向上に努めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 



10 

イ 時間外勤務等の縮減 

      事務の執行に当たっては、随時上司に適切な報告、連絡、相談をし、指示

を受けるなど、非効率的な時間外勤務等とならないよう個々の職員が事務改

善に努めます。特に、所属長は、ノー残業デーの徹底と特定の個人または係

に時間外勤務等の命令が集中しないよう、職員や係相互の調整に努めるもの

とします。 

▶計画期間中継続的に実施します。 

ウ 時間外勤務等の縮減に向けた施策の実施 

所属長は、時間外勤務等の縮減に向け、時間外勤務等の状況を分析すると

ともに、事務分担の見直しや事務の簡素・合理化、課内の業務量の調整を推進

するために作成した「時間外勤務等縮減マニュアル」を活用し、時間外勤務等

の縮減に努めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 

⑶ 人事異動における配慮 

適性希望調書や所属長へのヒアリングを通じて、職員自身や職員の配偶者の出

産、子育て、介護など、職員の家庭生活の状況を把握し、人事異動にあたっては

配慮に努めます。 

また、職員の育成の観点から、性別にとらわれず多様な職務機会を経験できる

人事異動に努めます。 

▶計画期間中継続的に実施します。 


